
年末は、夕暮れから夜間、早朝の交通事故が増加するほか、飲酒運転による重大事故の発

生も懸念されます。飲酒運転を見掛けた場合は、１１０番通報をお願いします。

年末に向けて高齢者が被害となる交

通死亡・重傷事故や飲酒運転による事故

が増加傾向にあります。

県警では10月１日～12月31日までの

間、悲惨な交通事故を抑止するための対

策を実施します。

●ライトは早めに点灯しましょう
●飲酒運転は「絶対にしない・させない・許さない」
飲酒運転の根絶に向けた取組を一層強化します。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間とは、 平成１８年６月に「拉

致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関

する法律」が施行され、毎年１２月１０日から１６日までの１週間を

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。拉

致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題は、国

際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。解決のた

めには、この問題についての関心と認識を深めていくことが大

切です。


